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縦
覧 
（
農
村
振
興
課
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一
〇

選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出 
　

一
〇

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 
　

一
一

〇
政
治
団
体
の
解
散
届 

　

一
一

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
三
年
分
） 

　

一
二

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
四
年
分
） 

　

一
二

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
五
年
分
） 

　

一
二

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
六
年
分
） 

　

一
二

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出 

　

一
三

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
六
一
六
号
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日
付
け
）
中 

　

一
三

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
度
地
籍

調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
う
者
の
名
称
及
び
調
査
区
域

名　
　

称

調　
　
　
　

査　
　
　
　

区　
　
　
　

域

気
仙
沼
市

南
町
一
丁
目
の
一
部
六
単
位
区
域

河
原
田
一
丁
目
一
単
位
区
域

本
吉
町
狼
の
巣
の
一
部
一
単
位
区
域

二　

調
査
期
間

　
　

地
籍
調
査
費
負
担
金
交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

宮
城
郡
七
ケ
浜
町
代
ケ
崎
浜
字
西
一
四
の
三

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

発　　　　行
宮 城 県
（総務部私学文書課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話 022（211）2267
（毎週火，金曜日発行）



第2623号　平成27年１月13日　火曜日 （2）宮　　城　　県　　公　　報

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
渡
波
字
長
浜
五
八
の
一
七
八
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

飛
砂
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
七
ケ
宿
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

七
ケ
宿
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
七
ケ
宿
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
　

⑶ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。
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（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

白
石
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

白
石
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
　

⑶ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

白
石
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
白
石
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

　
　
　
　
　

白
石
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑶ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
白
石
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
六
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建

設

業

許
可
番
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

業
の
種
類　
　
　
　

受
付
年
月
日

池
田
畳
工
業
株
式

会
社

池
田　

勲

角
田
市
岡
字
道
下
十
二

般－

二
十
四

第
五
千
六
十
七

号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

十
月
二
十
日

大
谷
建
設
株
式
会

社大
谷　

敏
英

仙
台
市
若
林
区
霞
目
二－

三
十
三－

十
七

般－

二
十
四

第
六
千
三
十
七

号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　
と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

十
月
二
十
一
日

株
式
会
社
東
北
コ

ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン鈴
木　

啓
治

登
米
市
南
方
町
真
ヶ
沼
二

十
二－

四

特－

二
十
四

第
八
千
七
百
四

十
一
号

全
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　
と
び
・
土
工
工
事
業

　

管
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

十
月
二
十
三
日

株
式
会
社
タ
イ
セ

ン小
川　

弘
行

黒
川
郡
富
谷
町
富
谷
字
栃

木
沢
五－

一

般－

二
十
二

第
一
万
六
千
十

号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

大
工
工
事
業

　

左
官
工
事
業

　

石
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

　

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

十
月
三
十
一
日
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塗
装
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

風
美
空
設

菅
井　

正
美

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
台
四

丁
目
三－

二－

五
百
三

般－

二
十
一　

第
一
万
八
千
六

百
二
十
五
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

板
金
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

十
月
三
十
日

有
限
会
社
中
鉢
工

業中
鉢　

照
雄

仙
台
市
泉
区
高
森
五－

十

二－

二

般－

二
十
三

第
一
万
八
千
九

百
八
十
七
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

十
月
二
十
二
日

古
城
土
木
株
式
会

社市
川　

慶
重

仙
台
市
若
林
区
古
城
二
丁

目
五－

二

般－

二
十
四

第
一
万
九
千
四

百
八
十
四
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　
と
び
・
土
工
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

十
月
二
十
九
日

株
式
会
社
三
晃

福
田　

富
美
子

仙
台
市
青
葉
区
北
根
一
丁

目
一－

三
十
五－

百
二

般－

二
十
六

第
二
万
二
十
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

十
月
二
十
四
日

三
葉
建
設
有
限
会

社宮
重　

言
行

仙
台
市
青
葉
区
五
橋
一
丁

目
一－

五
十
八－

五
百
十

九

般－

二
十
六

第
二
万
百
五
十

八
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　
と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

十
月
十
七
日

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
七
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
三

十
六
号
で
指
定
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
、
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

新旧別

海

岸

の

名

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

大
分
類

中
分
類

小
分
類

旧

宮
城
県
仙

台
湾
沿
岸

仙
台
海
岸

深
沼
地
区

海
岸

基
点
Ａ
点

　

仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
字
八
郎
兵
エ
谷
地
第
二
一
三
二
番
三
地

先
の
北
緯
三
八
度
一
五
分
〇
六
秒
四
三
一
二
東
経
一
四
一
度
〇
〇

分
四
一
秒
八
五
三
二
の
地
点

基
点
Ｂ
点

　

同
市
若
林
区
井
土
字
須
賀
三
番
三
地
先
の
北
緯
三
八
度
一
一
分

〇
五
秒
四
七
三
七
東
経
一
四
〇
度
五
七
分
五
三
秒
〇
六
八
六
の
地

点

補
助
点

　

イ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
五
分
〇
六
秒
四
九
四
五
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
四
〇
秒
八
四
〇
四
の
地
点

　

ロ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
五
分
〇
四
秒
六
二
八
七
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
三
九
秒
二
五
二
五
の
地
点

　

ハ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
五
分
〇
一
秒
五
六
五
四
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
三
六
秒
五
三
八
〇
の
地
点

　

ニ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
五
九
秒
八
二
〇
六
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
三
五
秒
一
〇
七
三
の
地
点

　

ホ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
五
七
秒
六
六
〇
五
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
三
三
秒
一
六
四
二
の
地
点

　

ヘ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
五
四
秒
九
〇
八
二
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
三
〇
秒
六
八
一
五
の
地
点

　

ト
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
五
二
秒
七
五
八
五
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
二
八
秒
七
五
五
〇
の
地
点

　

チ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
五
〇
秒
三
九
九
一
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
二
六
秒
六
四
九
七
の
地
点

　

リ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
四
七
秒
八
三
二
五
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
二
四
秒
三
二
三
一
の
地
点

　

ヌ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
四
六
秒
七
四
二
二
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
二
三
秒
二
八
八
二
の
地
点

　

ル
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
四
四
秒
五
一
二
五
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
二
一
秒
三
〇
八
八
の
地
点

　

ヲ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
四
二
秒
一
四
四
四
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
一
九
秒
五
八
三
一
の
地
点

　

ワ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
四
〇
秒
〇
五
六
〇
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
一
七
秒
七
九
〇
三
の
地
点

　

カ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
三
六
秒
六
九
七
七
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
一
四
秒
九
二
八
四
の
地
点

　

ヨ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
三
四
秒
六
四
五
〇
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
一
三
秒
一
四
五
三
の
地
点

　

タ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
三
一
秒
七
三
八
七
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
一
〇
秒
七
〇
五
〇
の
地
点

　

レ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
二
九
秒
二
三
三
九
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
〇
八
秒
五
九
二
四
の
地
点

　

ソ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
二
七
秒
五
八
三
三
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
〇
七
秒
一
五
八
一
の
地
点

　

ツ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
二
五
秒
七
四
七
七
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
〇
五
秒
五
五
二
二
の
地
点

　

ネ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
二
一
秒
〇
四
五
二
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
〇
一
秒
九
八
六
三
の
地
点

　

ナ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
一
七
秒
〇
六
三
三
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
五
八
秒
九
九
四
〇
の
地
点

　

ラ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
一
〇
秒
六
九
六
〇
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
五
三
秒
九
三
七
〇
の
地
点

　

ム
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
〇
五
秒
一
三
五
五
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
四
九
秒
五
三
九
三
の
地
点

　

ウ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
〇
一
秒
七
一
七
六
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
四
六
秒
九
九
九
三
の
地
点

　

ヰ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
五
八
秒
〇
五
五
七
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
四
四
秒
三
〇
三
一
の
地
点

　

ノ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
五
四
秒
七
六
二
三
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
四
一
秒
二
九
一
四
の
地
点

　

オ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
五
一
秒
二
一
五
〇
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
三
八
秒
〇
〇
一
三
の
地
点

　

ク
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
四
五
秒
八
四
二
九
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
三
四
秒
二
三
〇
九
の
地
点

　

ヤ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
四
〇
秒
七
七
二
三
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
三
〇
秒
七
〇
七
一
の
地
点

　

マ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
三
八
秒
六
三
四
六
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
二
九
秒
一
五
七
二
の
地
点
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ケ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
三
六
秒
四
一
一
二
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
二
七
秒
五
三
六
六
の
地
点

　

フ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
三
四
秒
一
七
二
二
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
二
五
秒
九
一
三
五
の
地
点

　

コ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
三
一
秒
九
七
〇
六
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
二
四
秒
三
一
八
五
の
地
点

　

エ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
二
九
秒
七
五
一
八
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
二
二
秒
七
〇
八
二
の
地
点

　

テ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
二
七
秒
五
一
一
四
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
二
一
秒
〇
七
八
〇
の
地
点

　

ア
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
二
五
秒
二
八
六
七
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
一
九
秒
四
八
五
八
の
地
点

　

サ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
二
三
秒
〇
七
九
〇
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
一
七
秒
八
七
六
九
の
地
点

　

キ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
二
〇
秒
八
七
一
八
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
一
六
秒
二
五
九
九
の
地
点

　

ユ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
一
八
秒
六
五
七
七
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
一
四
秒
六
五
二
七
の
地
点

　

メ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
五
四
秒
七
七
九
二
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
五
八
秒
〇
八
八
六
の
地
点

　

ミ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
五
二
秒
〇
七
六
五
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
五
六
秒
三
六
一
五
の
地
点

　

シ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
四
九
秒
五
九
〇
四
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
五
四
秒
七
四
九
九
の
地
点

　

ヱ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
四
七
秒
四
〇
一
八
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
五
三
秒
二
七
〇
二
の
地
点

　

ヒ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
四
五
秒
一
九
〇
三
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
五
一
秒
七
七
八
五
の
地
点

　

モ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
四
三
秒
〇
一
三
一
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
五
〇
秒
三
一
九
一
の
地
点

　

セ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
四
〇
秒
八
一
一
〇
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
四
八
秒
八
二
六
三
の
地
点

　

ス
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
三
八
秒
五
八
八
八
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
四
七
秒
三
二
一
三
の
地
点

　

ン
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
三
六
秒
四
〇
〇
三
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
四
五
秒
八
四
二
四
の
地
点

　

()イイ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
三
四
秒
一
六
四
九
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
四
四
秒
二
七
七
一
の
地
点

　

()イロ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
三
一
秒
九
四
五
九
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
四
二
秒
七
七
九
二
の
地
点

　

()イハ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
二
九
秒
七
一
九
三
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
四
一
秒
二
九
四
一
の
地
点

　

()イニ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
二
六
秒
八
四
六
六
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
三
九
秒
三
八
一
七
の
地
点

　

()イホ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
二
三
秒
三
六
八
八
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
三
七
秒
一
六
一
四
の
地
点

　

()イヘ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
一
六
秒
五
七
七
〇
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
三
二
秒
九
〇
四
八
の
地
点

　

()イト
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
〇
九
秒
八
〇
七
二
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
二
八
秒
六
七
八
五
の
地
点

　

()イチ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
〇
二
秒
七
四
四
三
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
二
四
秒
一
一
一
八
の
地
点

　

()イリ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
五
六
秒
三
二
三
一
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
二
〇
秒
一
三
八
六
の
地
点

　

()イヌ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
四
九
秒
八
〇
八
一
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
一
六
秒
一
三
二
三
の
地
点

　

()イル
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
四
四
秒
三
三
二
五
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
一
二
秒
八
二
六
三
の
地
点

　

()イヲ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
三
九
秒
一
五
五
八
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
〇
九
秒
八
四
〇
一
の
地
点

　

()イワ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
三
四
秒
五
二
三
六
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
〇
七
秒
二
六
六
八
の
地
点

　

()イカ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
二
八
秒
四
四
六
〇
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
〇
三
秒
八
四
五
三
の
地
点

　

()イヨ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
二
二
秒
五
四
九
五
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
〇
〇
秒
三
九
〇
七
の
地
点

　

()イタ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
一
六
秒
一
八
八
一
東
経
一
四
〇

度
五
七
分
五
六
秒
五
九
〇
一
の
地
点

　

()イレ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
一
三
秒
九
一
八
二
東
経
一
四
〇

度
五
七
分
五
五
秒
〇
三
四
七
の
地
点

　

()イソ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
〇
九
秒
三
五
八
九
東
経
一
四
〇

度
五
七
分
五
二
秒
三
八
九
二
の
地
点

　

()イツ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
〇
六
秒
一
七
二
八
東
経
一
四
〇

度
五
七
分
五
〇
秒
七
九
四
八
の
地
点

　

()イネ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
〇
五
秒
五
七
八
一
東
経
一
四
〇

度
五
七
分
五
二
秒
七
〇
六
四
の
地
点

　

()イナ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
〇
一
秒
二
三
七
四
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
〇
六
秒
六
四
二
〇
の
地
点

　

()イラ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
四
三
秒
七
八
四
〇
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
二
七
秒
七
〇
〇
六
の
地
点

　

()イム
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
〇
〇
秒
五
九
〇
七
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
三
七
秒
七
二
三
六
の
地
点

　

()イウ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
三
四
秒
九
六
三
八
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
〇
〇
秒
〇
三
二
七
の
地
点

　

()イヰ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
三
三
秒
一
一
三
五
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
四
三
秒
三
五
七
五
の
地
点

　

()イノ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
一
〇
秒
八
七
四
六
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
一
三
秒
六
七
八
八
の
地
点

　

()イオ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
五
八
秒
〇
二
六
六
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
五
四
秒
〇
九
一
三
の
地
点

　

()イク
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
五
分
〇
六
秒
六
二
五
九
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
四
二
秒
〇
五
〇
七
の
地
点

区
域

　

Ａ
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
チ
、
リ
、
ヌ
、
ル
、

ヲ
、
ワ
、
カ
、
ヨ
、
タ
、
レ
、
ソ
、
ツ
、
ネ
、
ナ
、
ラ
、
ム
、
ウ
、

ヰ
、
ノ
、
オ
、
ク
、
ヤ
、
マ
、
ケ
、
フ
、
コ
、
エ
、
テ
、
ア
、
サ
、

キ
、
ユ
、
メ
、
ミ
、
シ
、
ヱ
、
ヒ
、
モ
、
セ
、
ス
、
ン
、
()イイ
、
()イロ
、

()イハ
、
()イニ
、
()イホ
、
()イヘ
、
()イト
、
()イチ
、
()イリ
、
()イヌ
、
()イル
、
()イヲ
、
()イワ
、
()イカ
、
()イヨ
、

()イタ
、
()イレ
、
()イソ
、
()イツ
、
()イネ
、
Ｂ
、
()イナ
、
()イラ
、
()イム
、
()イウ
、
()イヰ
、
()イノ
、
()イオ
、

()イク
及
び
Ａ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。
た

だ
し
、
深
沼
漁
港
区
域
を
除
く
。

　

泫
座
標
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
。

新

宮
城
県
仙

台
湾
沿
岸

仙
台
海
岸

深
沼
地
区

海
岸

基
点
Ａ
点

　

仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
字
八
郎
兵
エ
谷
地
第
二
一
三
二
番
三
地

内
の
北
緯
三
八
度
一
五
分
〇
六
秒
五
八
二
七
東
経
一
四
一
度
〇
〇

分
四
二
秒
二
一
一
九
の
地
点

基
点
Ｂ
点

　

同
市
若
林
区
井
土
字
須
賀
三
番
三
地
内
の
北
緯
三
八
度
一
〇
分

五
六
秒
五
五
六
五
東
経
一
四
〇
度
五
七
分
四
八
秒
六
四
二
七
の
地

点補
助
点

　

イ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
五
分
〇
六
秒
五
九
三
〇
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
四
二
秒
一
九
七
六
の
地
点

　

ロ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
五
分
〇
六
秒
四
六
一
六
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
四
〇
秒
九
八
七
三
の
地
点

　

ハ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
五
分
〇
四
秒
五
九
五
八
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
三
九
秒
三
九
九
三
の
地
点

　

ニ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
五
分
〇
一
秒
五
三
二
六
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
三
六
秒
六
八
四
七
の
地
点

　

ホ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
五
九
秒
七
八
七
八
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
三
五
秒
二
五
四
〇
の
地
点
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ヘ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
五
七
秒
六
二
七
七
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
三
三
秒
三
一
〇
八
の
地
点

　

ト
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
五
四
秒
八
七
五
五
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
三
〇
秒
八
二
八
一
の
地
点

　

チ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
五
二
秒
七
二
五
八
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
二
八
秒
九
〇
一
五
の
地
点

　

リ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
五
〇
秒
三
六
六
四
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
二
六
秒
七
九
六
二
の
地
点

　

ヌ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
四
七
秒
七
九
九
九
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
二
四
秒
四
六
九
五
の
地
点

　

ル
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
四
六
秒
七
〇
九
六
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
二
三
秒
四
三
四
六
の
地
点

　

ヲ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
四
四
秒
四
七
九
九
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
二
一
秒
四
五
五
一
の
地
点

　

ワ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
四
二
秒
一
一
一
九
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
一
九
秒
七
二
九
四
の
地
点

　

カ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
四
〇
秒
〇
二
三
五
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
一
七
秒
九
三
六
五
の
地
点

　

ヨ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
三
六
秒
六
六
五
二
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
一
五
秒
〇
七
四
五
の
地
点

　

タ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
三
四
秒
六
一
二
六
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
一
三
秒
二
九
一
四
の
地
点

　

レ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
三
一
秒
七
〇
六
三
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
一
〇
秒
八
五
一
〇
の
地
点

　

ソ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
二
九
秒
二
〇
一
五
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
〇
八
秒
七
三
八
三
の
地
点

　

ツ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
二
七
秒
五
五
一
〇
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
〇
七
秒
三
〇
四
〇
の
地
点

　

ネ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
二
五
秒
七
一
五
四
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
〇
五
秒
六
九
八
〇
の
地
点

　

ナ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
二
一
秒
〇
一
二
九
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
〇
二
秒
一
三
二
〇
の
地
点

　

ラ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
一
七
秒
〇
三
一
一
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
五
九
秒
一
三
九
六
の
地
点

　

ム
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
一
〇
秒
六
六
三
九
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
五
四
秒
〇
八
二
五
の
地
点

　

ウ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
〇
五
秒
一
〇
三
四
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
四
九
秒
六
八
四
六
の
地
点

　

ヰ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
〇
一
秒
六
八
五
六
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
四
七
秒
一
四
四
六
の
地
点

　

ノ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
五
八
秒
〇
二
三
七
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
四
四
秒
四
四
八
三
の
地
点

　

オ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
五
四
秒
七
三
〇
四
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
四
一
秒
四
三
六
五
の
地
点

　

ク
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
五
一
秒
一
八
三
一
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
三
八
秒
一
四
六
三
の
地
点

　

ヤ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
四
五
秒
八
一
一
一
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
三
四
秒
三
七
五
七
の
地
点

　

マ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
四
〇
秒
七
四
〇
五
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
三
〇
秒
八
五
一
八
の
地
点

　

ケ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
三
八
秒
六
〇
二
八
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
二
九
秒
三
〇
一
九
の
地
点

　

フ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
三
六
秒
三
七
九
五
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
二
七
秒
六
八
一
二
の
地
点

　

コ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
三
四
秒
一
四
〇
五
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
二
六
秒
〇
五
八
一
の
地
点

　

エ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
三
一
秒
九
三
八
九
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
二
四
秒
四
六
三
〇
の
地
点

　

テ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
二
九
秒
七
二
〇
一
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
二
二
秒
八
五
二
七
の
地
点

　

ア
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
二
七
秒
四
七
九
七
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
二
一
秒
二
二
二
四
の
地
点

　

サ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
二
五
秒
二
五
五
一
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
一
九
秒
六
三
〇
二
の
地
点

　

キ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
二
三
秒
〇
四
七
四
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
一
八
秒
〇
二
一
二
の
地
点

　

ユ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
二
〇
秒
八
四
〇
二
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
一
六
秒
四
〇
四
一
の
地
点

　

メ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
一
八
秒
六
二
六
一
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
一
四
秒
七
九
六
九
の
地
点

　

ミ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
五
四
秒
七
四
七
九
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
五
八
秒
二
三
二
二
の
地
点

　

シ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
五
二
秒
〇
四
五
二
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
五
六
秒
五
〇
五
〇
の
地
点

　

ヱ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
四
九
秒
五
五
九
一
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
五
四
秒
八
九
三
四
の
地
点

　

ヒ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
四
七
秒
三
七
〇
五
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
五
三
秒
四
一
三
六
の
地
点

　

モ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
四
五
秒
一
五
九
〇
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
五
一
秒
九
二
一
九
の
地
点

　

セ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
四
二
秒
九
八
一
九
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
五
〇
秒
四
六
二
四
の
地
点

　

ス
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
四
〇
秒
七
七
九
八
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
四
八
秒
九
六
九
六
の
地
点

　

ン
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
三
八
秒
五
五
七
六
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
四
七
秒
四
六
四
五
の
地
点

　

()イイ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
三
六
秒
三
六
九
一
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
四
五
秒
九
八
五
六
の
地
点

　

()イロ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
三
四
秒
一
三
三
七
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
四
四
秒
四
二
〇
二
の
地
点

　

()イハ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
三
一
秒
九
一
四
八
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
四
二
秒
九
二
二
三
の
地
点

　

()イニ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
二
九
秒
六
八
八
二
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
四
一
秒
四
三
七
一
の
地
点

　

()イホ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
二
六
秒
八
一
五
五
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
三
九
秒
五
二
四
六
の
地
点

　

()イヘ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
二
三
秒
三
三
七
七
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
三
七
秒
三
〇
四
二
の
地
点

　

()イト
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
一
六
秒
五
四
六
〇
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
三
三
秒
〇
四
七
五
の
地
点

　

()イチ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
〇
九
秒
七
七
六
三
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
二
八
秒
八
二
一
〇
の
地
点

　

()イリ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
〇
二
秒
七
一
三
四
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
二
四
秒
二
五
四
二
の
地
点

　

()イヌ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
五
六
秒
二
九
二
三
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
二
〇
秒
二
八
〇
八
の
地
点

　

()イル
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
四
九
秒
七
七
七
三
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
一
六
秒
二
七
四
三
の
地
点

　

()イヲ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
四
七
秒
九
四
六
六
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
一
五
秒
一
六
九
〇
の
地
点

　

()イワ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
四
四
秒
二
三
八
八
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
一
二
秒
五
三
五
三
の
地
点

　

()イカ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
四
一
秒
三
〇
三
四
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
一
〇
秒
一
一
七
〇
の
地
点

　

()イヨ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
三
八
秒
二
三
九
一
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
〇
七
秒
三
〇
一
三
の
地
点

　

()イタ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
三
六
秒
三
六
二
三
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
〇
五
秒
五
七
六
六
の
地
点

　

()イレ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
二
六
秒
八
六
六
一
東
経
一
四
〇

度
五
七
分
五
八
秒
四
五
四
一
の
地
点

　

()イソ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
二
三
秒
二
六
二
一
東
経
一
四
〇

度
五
七
分
五
六
秒
一
六
五
二
の
地
点
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()イツ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
一
九
秒
五
八
九
三
東
経
一
四
〇

度
五
七
分
五
四
秒
二
二
六
〇
の
地
点

　

()イネ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
〇
四
秒
五
九
五
九
東
経
一
四
〇

度
五
七
分
四
六
秒
六
九
二
二
の
地
点

　

()イナ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
〇
分
五
八
秒
二
二
八
五
東
経
一
四
〇

度
五
七
分
四
三
秒
四
二
〇
一
の
地
点

　

()イラ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
〇
分
五
二
秒
一
七
八
五
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
〇
二
秒
三
一
五
六
の
地
点

　

()イム
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
一
分
四
三
秒
七
五
三
二
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
二
七
秒
八
四
三
〇
の
地
点

　

()イウ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
〇
〇
秒
五
五
九
七
東
経
一
四
〇

度
五
八
分
三
七
秒
八
六
六
四
の
地
点

　

()イヰ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
二
分
三
四
秒
九
三
二
五
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
〇
〇
秒
一
七
六
三
の
地
点

　

()イノ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
三
分
三
三
秒
〇
八
一
六
東
経
一
四
〇

度
五
九
分
四
三
秒
五
〇
二
六
の
地
点

　

()イオ
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
一
〇
秒
八
四
二
三
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
一
三
秒
八
二
四
九
の
地
点

　

()イク
点
は
、
北
緯
三
八
度
一
四
分
五
七
秒
九
九
三
六
東
経
一
四
一

度
〇
〇
分
五
四
秒
二
三
八
五
の
地
点

区
域

　

Ａ
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
チ
、
リ
、
ヌ
、
ル
、

ヲ
、
ワ
、
カ
、
ヨ
、
タ
、
レ
、
ソ
、
ツ
、
ネ
、
ナ
、
ラ
、
ム
、
ウ
、

ヰ
、
ノ
、
オ
、
ク
、
ヤ
、
マ
、
ケ
、
フ
、
コ
、
エ
、
テ
、
ア
、
サ
、

キ
、
ユ
、
メ
、
ミ
、
シ
、
ヱ
、
ヒ
、
モ
、
セ
、
ス
、
ン
、
()イイ
、
()イロ
、

()イハ
、
()イニ
、
()イホ
、
()イヘ
、
()イト
、
()イチ
、
()イリ
、
()イヌ
、
()イル
、
()イヲ
、
()イワ
、
()イカ
、
()イヨ
、

()イタ
、
()イレ
、
()イソ
、
()イツ
、
()イネ
、
()イナ
、
Ｂ
、
()イラ
、
()イム
、
()イウ
、
()イヰ
、
()イノ
、
()イオ
、

()イク
及
び
Ａ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。
た

だ
し
、
深
沼
漁
港
区
域
を
除
く
。

　

泫
座
標
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
八
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
八
十
二

号
（
海
岸
保
全
区
域
の
変
更
）
で
指
定
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
、
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

新旧別

海

岸

の

名

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

大
分
類

中
分
類

小
分
類

旧

宮
城
県
仙

台
湾
沿
岸

山
元
海
岸

山
元
地
区

海
岸

次
に
掲
げ
る
基
点
Ａ
と
イ
点
を
結
ん
だ
線
、
イ
点
か
ら
エ
点
ま
で

を
順
次
結
ん
だ
線
、
エ
点
と
基
点
Ｂ
を
結
ん
だ
線
、
基
点
Ｂ
と
テ

点
を
結
ん
だ
線
、
テ
点
か
ら
()イロ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基

点
Ａ
と
()イロ
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。
た
だ
し
、
磯

浜
漁
港
の
漁
港
区
域
及
び
坂
元
川
の
河
川
区
域
を
除
く
。

基
点
Ａ　

亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
須
賀
一
番
一
五
地
先
の
地
点

（
北
緯
三
七
度
五
八
分
三
〇
秒
二
〇
八
三
東
経
一
四
〇
度
五
四
分

五
一
秒
一
〇
〇
〇
）

基
点
Ｂ　

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
浜
一
番
四
地
先
の
地
点
（
北
緯

三
七
度
五
四
分
一
三
秒
四
八
三
四
東
経
一
四
〇
度
五
五
分
三
四
秒

九
二
七
四
）

イ
点　

北
緯
三
七
度
五
八
分
三
〇
秒
一
三
八
七
東
経
一
四
〇
度
五

四
分
四
九
秒
〇
〇
七
〇
の
地
点

ロ
点　

北
緯
三
七
度
五
七
分
五
九
秒
〇
〇
一
一
東
経
一
四
〇
度
五

四
分
五
二
秒
〇
八
〇
二
の
地
点

ハ
点　

北
緯
三
七
度
五
七
分
五
九
秒
〇
一
三
七
東
経
一
四
〇
度
五

四
分
五
二
秒
二
八
四
四
の
地
点

ニ
点　

北
緯
三
七
度
五
七
分
五
七
秒
六
五
六
一
東
経
一
四
〇
度
五

四
分
五
二
秒
四
一
八
四
の
地
点

ホ
点　

北
緯
三
七
度
五
七
分
五
七
秒
六
四
三
五
東
経
一
四
〇
度
五

四
分
五
二
秒
二
一
四
二
の
地
点

ヘ
点　

北
緯
三
七
度
五
七
分
二
四
秒
八
七
二
一
東
経
一
四
〇
度
五

四
分
五
五
秒
四
四
七
七
の
地
点

ト
点　

北
緯
三
七
度
五
七
分
一
四
秒
三
三
六
六
東
経
一
四
〇
度
五

四
分
五
七
秒
五
八
六
六
の
地
点

チ
点　

北
緯
三
七
度
五
七
分
〇
一
秒
六
一
〇
三
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
〇
〇
秒
〇
〇
九
二
の
地
点

リ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
三
七
秒
〇
三
八
〇
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
〇
四
秒
六
五
四
七
の
地
点

ヌ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
二
八
秒
四
三
九
六
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
〇
六
秒
一
八
三
八
の
地
点

ル
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
一
九
秒
一
二
五
六
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
〇
七
秒
六
一
四
四
の
地
点

ヲ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
一
四
秒
七
四
九
八
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
〇
七
秒
九
六
〇
二
の
地
点

ワ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
五
三
秒
二
三
二
六
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
一
秒
二
〇
四
三
の
地
点

カ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
五
五
秒
一
四
〇
七
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
二
秒
九
三
九
七
の
地
点

ヨ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
五
六
秒
四
八
三
四
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
四
秒
一
九
六
二
の
地
点

タ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
五
二
秒
六
一
二
三
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
四
秒
六
二
七
二
の
地
点

レ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
五
一
秒
四
六
三
七
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
三
秒
六
一
七
二
の
地
点

ソ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
四
九
秒
三
九
三
八
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
一
秒
八
三
六
八
の
地
点

ツ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
三
七
秒
六
九
八
四
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
三
秒
七
八
九
六
の
地
点

ネ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
〇
五
秒
八
七
三
七
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
九
秒
二
二
一
一
の
地
点

ナ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
〇
〇
秒
〇
九
八
七
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
九
秒
七
六
三
九
の
地
点

ラ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
五
九
秒
六
九
八
四
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
九
秒
五
八
二
〇
の
地
点

ム
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
五
九
秒
二
五
四
六
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
八
秒
〇
二
七
六
の
地
点

ウ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
五
七
秒
六
二
〇
七
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
八
秒
七
三
六
二
の
地
点

ヰ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
五
八
秒
二
五
八
四
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
二
〇
秒
六
七
七
二
の
地
点

ノ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
五
七
秒
二
九
七
二
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
二
〇
秒
八
三
七
二
の
地
点

オ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
五
六
秒
一
九
四
〇
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
二
一
秒
〇
二
〇
九
の
地
点

ク
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
五
五
秒
九
〇
一
六
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
九
秒
四
九
三
三
の
地
点

ヤ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
四
二
秒
四
七
六
五
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
二
二
秒
五
八
六
九
の
地
点
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マ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
三
八
秒
七
八
九
九
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
二
四
秒
〇
五
八
二
の
地
点

ケ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
三
七
秒
六
二
二
四
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
二
四
秒
三
八
五
二
の
地
点

フ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
三
六
秒
〇
二
九
〇
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
二
四
秒
九
二
二
九
の
地
点

コ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
一
三
秒
二
一
三
九
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
三
三
秒
九
九
二
二
の
地
点

エ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
一
三
秒
三
〇
九
六
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
三
四
秒
二
二
五
八
の
地
点

テ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
一
五
秒
二
九
九
三
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
四
一
秒
二
四
二
四
の
地
点

ア
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
三
九
秒
二
〇
八
八
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
二
八
秒
二
五
四
五
の
地
点

サ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
三
八
秒
六
七
八
〇
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
二
三
秒
一
五
六
三
の
地
点

キ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
五
二
秒
三
〇
六
八
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
二
〇
秒
八
四
八
八
の
地
点

ユ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
〇
五
秒
六
九
八
八
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
九
秒
三
六
六
八
の
地
点

メ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
一
五
秒
六
一
六
一
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
八
秒
三
五
四
七
の
地
点

ミ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
二
四
秒
五
二
六
四
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
七
秒
五
五
七
〇
の
地
点

シ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
三
一
秒
八
二
五
六
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
六
秒
三
五
七
四
の
地
点

ヱ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
四
〇
秒
二
五
一
七
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
四
秒
九
六
二
六
の
地
点

ヒ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
四
三
秒
四
一
二
三
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
五
秒
〇
七
一
五
の
地
点

モ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
五
五
秒
五
一
五
七
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
一
二
秒
六
七
九
八
の
地
点

セ
点　

北
緯
三
七
度
五
七
分
二
四
秒
七
二
三
八
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
〇
六
秒
八
六
四
九
の
地
点

ス
点　

北
緯
三
七
度
五
七
分
三
八
秒
三
三
九
〇
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
〇
四
秒
一
六
三
四
の
地
点

ン
点　

北
緯
三
七
度
五
八
分
〇
一
秒
七
八
四
七
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
〇
三
秒
〇
九
八
二
の
地
点

()イイ
点　

北
緯
三
七
度
五
八
分
一
四
秒
五
四
九
二
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
〇
二
秒
四
七
六
六
の
地
点

()イロ
点　

北
緯
三
七
度
五
八
分
三
〇
秒
五
五
三
六
東
経
一
四
〇
度
五

五
分
〇
一
秒
七
〇
六
八
の
地
点

　

泫
経
緯
度
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
数
値
で
あ
る
。

新

宮
城
県
仙

台
湾
沿
岸

山
元
海
岸

山
元
地
区

海
岸

基 

点
Ａ　

亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
須
賀
一
番
一
五
地
先
の
北
緯
三

七
度
五
八
分
三
〇
秒
二
〇
八
三
東
経
一
四
〇
度
五
四
分
五
一
秒

一
〇
〇
〇
の
地
点

基 

点
Ｂ　

同
郡
同
町
坂
元
字
浜
一
番
一
〇
四
地
先
の
北
緯
三
七
度

五
四
分
一
三
秒
四
八
三
四
東
経
一
四
〇
度
五
五
分
三
四
秒
九
二

七
四
の
地
点

補
助
点

　

イ
点　

北
緯
三
七
度
五
八
分
三
〇
秒
一
三
八
七
東
経
一
四
〇
度

五
四
分
四
九
秒
〇
〇
七
〇
の
地
点

　

ロ
点　

北
緯
三
七
度
五
七
分
五
九
秒
〇
〇
一
一
東
経
一
四
〇
度

五
四
分
五
二
秒
〇
八
〇
二
の
地
点

　

ハ
点　

北
緯
三
七
度
五
七
分
五
九
秒
〇
一
三
七
東
経
一
四
〇
度

五
四
分
五
二
秒
二
八
四
四
の
地
点

　

ニ
点　

北
緯
三
七
度
五
七
分
五
七
秒
六
五
六
一
東
経
一
四
〇
度

五
四
分
五
二
秒
四
一
八
四
の
地
点

　

ホ
点　

北
緯
三
七
度
五
七
分
五
七
秒
六
四
三
五
東
経
一
四
〇
度

五
四
分
五
二
秒
二
一
四
二
の
地
点

　

ヘ
点　

北
緯
三
七
度
五
七
分
二
四
秒
八
七
二
一
東
経
一
四
〇
度

五
四
分
五
五
秒
四
四
七
七
の
地
点

　

ト
点　

北
緯
三
七
度
五
七
分
一
四
秒
三
三
六
六
東
経
一
四
〇
度

五
四
分
五
七
秒
五
八
六
六
の
地
点

　

チ
点　

北
緯
三
七
度
五
七
分
〇
一
秒
六
一
〇
三
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
〇
〇
秒
〇
〇
九
二
の
地
点

　

リ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
三
七
秒
〇
三
八
〇
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
〇
四
秒
六
五
四
七
の
地
点

　

ヌ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
二
八
秒
四
三
九
七
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
〇
六
秒
一
八
三
八
の
地
点

　

ル
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
一
九
秒
一
二
五
六
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
〇
七
秒
六
一
四
四
の
地
点

　

ヲ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
一
四
秒
七
四
九
八
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
〇
七
秒
九
六
〇
二
の
地
点

　

ワ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
五
五
秒
二
七
六
四
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
〇
秒
八
九
六
二
の
地
点

　

カ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
五
五
秒
五
〇
六
二
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
三
秒
二
八
一
七
の
地
点

　

ヨ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
五
六
秒
七
七
五
七
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
四
秒
四
六
九
七
の
地
点

　

タ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
四
八
秒
六
一
七
九
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
五
秒
七
二
二
三
の
地
点

　

レ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
四
八
秒
二
六
一
八
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
二
秒
〇
二
五
八
の
地
点

　

ソ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
三
七
秒
六
九
八
四
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
三
秒
七
八
九
六
の
地
点

　

ツ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
〇
五
秒
八
七
三
七
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
九
秒
二
二
一
一
の
地
点

　

ネ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
〇
〇
秒
〇
九
八
七
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
九
秒
七
六
三
九
の
地
点

　

ナ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
五
九
秒
六
九
八
四
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
九
秒
五
八
二
〇
の
地
点

　

ラ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
五
九
秒
二
五
四
六
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
八
秒
〇
二
七
六
の
地
点

　

ム
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
五
七
秒
六
二
〇
七
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
八
秒
七
三
六
二
の
地
点

　

ウ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
五
八
秒
二
五
八
四
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
二
〇
秒
六
七
七
二
の
地
点

　

ヰ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
五
七
秒
二
九
七
二
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
二
〇
秒
八
三
七
二
の
地
点

　

ノ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
五
六
秒
一
九
四
〇
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
二
一
秒
〇
二
〇
九
の
地
点

　

オ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
五
五
秒
九
〇
一
六
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
九
秒
四
九
三
三
の
地
点

　

ク
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
四
二
秒
四
七
六
五
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
二
二
秒
五
八
六
九
の
地
点

　

ヤ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
三
八
秒
七
八
九
九
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
二
四
秒
〇
五
八
二
の
地
点

　

マ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
三
七
秒
六
二
二
四
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
二
四
秒
三
八
五
二
の
地
点

　

ケ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
三
六
秒
〇
二
九
〇
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
二
四
秒
九
二
二
九
の
地
点

　

フ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
一
三
秒
二
一
三
九
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
三
三
秒
九
九
二
二
の
地
点

　

コ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
一
五
秒
二
九
八
三
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
四
一
秒
二
四
二
六
の
地
点

　

エ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
一
六
秒
六
一
八
三
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
四
五
秒
八
三
四
九
の
地
点

　

テ
点　

北
緯
三
七
度
五
四
分
四
三
秒
五
〇
五
二
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
三
六
秒
八
七
七
五
の
地
点

　

ア
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
三
九
秒
二
〇
八
八
東
経
一
四
〇
度
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五
五
分
二
八
秒
二
五
四
五
の
地
点

　

サ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
三
八
秒
六
七
八
〇
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
二
三
秒
一
五
六
三
の
地
点

　

キ
点　

北
緯
三
七
度
五
五
分
五
二
秒
三
〇
六
八
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
二
〇
秒
八
四
八
八
の
地
点

　

ユ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
〇
五
秒
六
九
八
八
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
九
秒
三
六
六
八
の
地
点

　

メ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
一
五
秒
六
一
六
一
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
八
秒
三
五
四
七
の
地
点

　

ミ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
二
四
秒
五
二
六
四
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
七
秒
五
五
七
〇
の
地
点

　

シ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
三
一
秒
八
二
五
六
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
六
秒
三
五
七
四
の
地
点

　

ヱ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
四
〇
秒
二
五
一
七
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
四
秒
九
六
二
六
の
地
点

　

ヒ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
四
三
秒
四
一
二
三
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
五
秒
〇
七
一
五
の
地
点

　

モ
点　

北
緯
三
七
度
五
六
分
五
五
秒
五
一
五
七
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
一
二
秒
六
七
九
八
の
地
点

　

セ
点　

北
緯
三
七
度
五
七
分
二
四
秒
七
二
三
八
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
〇
六
秒
八
六
四
九
の
地
点

　

ス
点　

北
緯
三
七
度
五
七
分
三
八
秒
三
三
九
〇
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
〇
四
秒
一
六
三
四
の
地
点

　

ン
点　

北
緯
三
七
度
五
八
分
〇
一
秒
七
八
四
七
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
〇
三
秒
〇
九
八
二
の
地
点

　

()イイ
点　

北
緯
三
七
度
五
八
分
一
四
秒
五
四
九
二
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
〇
二
秒
四
七
六
六
の
地
点

　

()イロ
点　

北
緯
三
七
度
五
八
分
三
〇
秒
五
五
三
六
東
経
一
四
〇
度

五
五
分
〇
一
秒
七
〇
六
八
の
地
点

区
域

　

Ａ
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
チ
、
リ
、
ヌ
、
ル
、

ヲ
、
ワ
、
カ
、
ヨ
、
タ
、
レ
、
ソ
、
ツ
、
ネ
、
ナ
、
ラ
、
ム
、
ウ
、

ヰ
、
ノ
、
オ
、
ク
、
ヤ
、
マ
、
ケ
、
フ
、
Ｂ
、
コ
、
エ
、
テ
、
ア
、

サ
、
キ
、
ユ
、
メ
、
ミ
、
シ
、
ヱ
、
ヒ
、
モ
、
セ
、
ス
、
ン
、
()イイ
、

()イロ
及
び
Ａ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。
た

だ
し
、磯
浜
漁
港
の
漁
港
区
域
及
び
坂
元
川
の
河
川
区
域
を
除
く
。

　

泫
経
緯
度
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
数
値
で
あ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
石
巻
広
域
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
緑
地

　

２　

名
称　

一
号
矢
本
海
浜
緑
地

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
す
る
部
分

　
　
　

東
松
島
市
大
曲
字
下
台
の
一
部

　

２　

廃
止
す
る
部
分

　
　

 　

東
松
島
市
矢
本
字
下
立
沼
前
、
同
字
板
取
、
同
字
鎌
沼
、
同
字
三
本
松
、
同
字
沼
下
、
同
字
弘
法
及
び
牛
網
字

海
辺
の
各
一
部

〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
号

　

塩
竈
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

　

２　

名
称　

塩
竈
市
海
岸
通
１
番
２
番
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
一
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
二
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
準
防
火
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
三
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区

　

２　

名
称　

大
規
模
集
客
施
設
制
限
地
区

　
　
　
　
　
　

特
別
工
業
地
区

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
四
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

　

２　

名
称　

赤
岩
港
地
区
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

公　
　
　

告

〇
県
営
柳
田
峠
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
整
備
交
付
金
（
農
地
整
備
事
業
（
通
作
条
件
整
備
）））
計
画
の

変
更
に
当
た
り
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協

議
を
行
う
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
土
地
改
良

事
業
変
更
計
画
の
概
要
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
概
要
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　

 　

県
営
柳
田
峠
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
整
備
交
付
金
（
農
地
整
備
事
業
（
通
作
条
件
整
備
）））
変
更

計
画
概
要
書

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
二
月
十
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

丸
森
町
役
場　

四　

意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
七
年
二
月
十
日

　

２　

提
出
方
法　

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
長
あ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

送
付
先　

〒
九
八
九－

一
二
四
三　

宮
城
県
柴
田
郡
大
河
原
町
字
南
一
二
九－

一

　
　
　

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　
ｏ
ｋ
ｓ
ｇ
ｓ
ｉ
ｎ
ｋ
ｓ
＠
ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
．
ｍ
ｉ
ｙ
ａ
ｇ
ｉ
．
ｊ
ｐ

　

３ 　

意
見
書
の
様
式
等　

様
式
は
任
意
で
す
が
、
言
語
は
日
本
語
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
氏
名
（
法
人
名
）
及
び
連

絡
先
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

４ 　

意
見
書
の
取
扱
い　

提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
内
容
は
、
丸
森
町
役
場
で
縦
覧
に
供
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
提
出
さ

れ
た
意
見
に
対
し
て
は
、
個
別
に
回
答
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
御
了
承
願
い
ま
す
。

　

５　

そ
の
他　

電
話
に
よ
る
意
見
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
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委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

イ　

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

政
治
団
体

の

名

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

一
以
上
の
市
町

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

届
出
年
月
日

次
世
代
の
党
参

議
院
宮
城
県
第

一
支
部

和
田　

政
宗

和
田　

美
穂

仙
台
市
青
葉

区
上
杉
一
丁

目
五－

一
三

参
議
院
議
員

○

平
成
二
十
六
年

 

十
二
月
五
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

新
生
と
み
や
を
考
え
る

町
民
の
会

中
鉢　

義
徳

高
橋　

真
也

黒
川
郡
富
谷
町
成
田
四
丁
目
一
九
番
地

九

平
成
二
十
六
年

 

十
二
月
二
十
四
日

山
本
す
す
む
後
援
会

山
本　
　

進

中
鉢　

勝
利

塩
竈
市
清
水
沢
四
丁
目
七－

八

平
成
二
十
六
年

 

十
二
月
十
一
日

　

ロ　

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

政
治
団
体

の

名

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

届
出
年
月
日

井
戸
ま
さ
え
勝

手
応
援
団

井
戸　

正
枝

井
戸　

正
枝

多
賀
城
市
高
崎
三－

一
二－
五

衆
議
院
議
員

平
成
二
十
六
年

 

十
二
月
四
日

　

ハ　

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

政
治
団
体

の

名

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

公
職
の
候
補

者
の
氏
名

公
職
の
種
類

届
出
年
月
日

井
戸
ま
さ
え
勝

手
応
援
団

井
戸　

正
枝

井
戸　

正
枝

多
賀
城
市
高

崎
三－

一
二

－

五

井
戸　

正
枝

衆
議
院
議
員

平
成
二
十
六
年

 
十
二
月
四
日

〇
宮
選
管
告
示
第
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
軽
自
動
車
支

部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野

四
丁
目
一－

三
八

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野

字
腰
廻
九
九

平
成
二
十
六
年

 

十
二
月
二
十
六
日

代

表

者

の

氏

名

船
生　

弘
隆

藤
田　
　

博

自
由
民
主
党
宮
城
県
第
五

選
挙
区
支
部

政
治
団
体

の

名

称

自
由
民
主
党
宮
城
県
衆

議
院
支
部

自
由
民
主
党
宮
城
県
第

五
選
挙
区
支
部

平
成
二
十
六
年

 

十
二
月
八
日

み
ん
な
の
党
宮
城
県
総
支

部

会
計
責
任
者

の

氏

名

中
川　

廣
文

齊
藤　

秀
行

平
成
二
十
六
年

 

十
二
月
五
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

白
鳥
あ
き
ひ
ろ
後
援
会

政
治
団
体

の

名

称

白
鳥
昭
浩
後
援
会

白
鳥
あ
き
ひ
ろ
後
援
会

平
成
二
十
六
年

 

十
一
月
十
日

代

表

者

の

氏

名

鈴
木　
　

清

千
葉　
　

繁

会
計
責
任
者

の

氏

名

只
野　

敏
光

佐
々
木　

衛

宮
城
県
林
業
政
治
連
盟

会
計
責
任
者

の

氏

名

浅
野
浩
一
郎

鈴
木　
　

登

平
成
二
十
六
年

 

十
二
月
二
十
四
日

〇
宮
選
管
告
示
第
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

み
ん
な
の
党
仙
台
市
議
会
第
４
支
部

及
川　

英
樹

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

み
ん
な
の
党
宮
城
県
議
会
第
５
支
部

境　
　

恒
春

平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日

み
ん
な
の
党
宮
城
県
議
会
第
３
支
部

堀
内　

周
光

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

み
ん
な
の
党
宮
城
県
気
仙
沼
市
議
会
第
１
支
部

菊
田　
　

篤

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

佐
藤
洋
治
後
援
会

升　
　

忠
彦

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平
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成
二
十
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
四
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
五
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
六
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

佐
藤
洋
治
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. 12. １

（
25. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

佐
藤
洋
治
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. 12. １

（
25. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

佐
藤
洋
治
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. 12. １

（
25. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
政
党
の
支
部
）

み
ん
な
の
党
仙
台
市
議
会
第
４
支
部

報
告
年
月
日
　
26. 12. 26（

26. 11. 28解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

み
ん
な
の
党
宮
城
県
議
会
第
５
支
部

報
告
年
月
日
　
26. 12. １

（
26. 12. １

解
散
）

１
　
収
入
総
額

225,863 

　
　
　
前
年
繰
越
額

4 

　
　
　
本
年
収
入
額

225,859 

２
　
支
出
総
額

225,863 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

225,859 

　
　
　
個
人
分

225,859 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

225,863 

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

225,863 
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〇
宮
選
管
告
示
第
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

　

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の

所　
　

在　
　

地

代
表
者
の

氏　
　

名
　

届
出
年
月
日

井
戸　

正
枝

衆
議
院
議
員

井
戸
ま
さ
え
勝
手
応

援
団

多
賀
城
市
高
崎
三－

一
二－

五

井
戸　

正
枝

平
成
二
十
六
年

 

十
二
月
四
日

山
本　
　

進

塩
竈
市
議
会
議
員

山
本
す
す
む
後
援
会

塩
竈
市
清
水
沢
四
丁

目
七－

八

山
本　
　

進

平
成
二
十
六
年

 

十
二
月
十
一
日

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
六
一
六
号
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

一
四

段下

行
後
ろ
か

ら
一
五

　
　
　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　
　
　

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
二－

一

　
　
　
　
　
　
　

誤　
　
　
　
　
　
　

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
三－

一

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

225,863 

５
　
寄
附
の
内
訳

　
（
個
人
分
）

　
　
境
　
恒
春

225,859 気
仙
沼
市

み
ん
な
の
党
宮
城
県
議
会
第
３
支
部

報
告
年
月
日
　
26. 12. １

（
26. 11. 28解

散
）

１
　
収
入
総
額

138,950 

　
　
　
前
年
繰
越
額

138,950 

２
　
支
出
総
額

138,950 

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

138,950 

　
　
　
寄
附
・
交
付
金

138,950 

み
ん
な
の
党
宮
城
県
気
仙
沼
市
議
会
第
１
支
部

報
告
年
月
日
　
26. 12. 22（

26. 11. 28解
散
）

１
　
収
入
総
額

100,916 

　
　
　
本
年
収
入
額

100,916 

２
　
支
出
総
額

100,916 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

100,916 

　
　
　
個
人
分

100,916 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

47,352 

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

47,352 

　
　
政
治
活
動
費

53,564 

　
　
　
組
織
活
動
費

53,564 

５
　
寄
附
の
内
訳

　
（
個
人
分
）

　
　
菊
田
　
篤

100,916 気
仙
沼
市
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